
大阪市ＰＤＣＡサイクル推進要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、成果を意識した市政運営の実現に向けて、市の施策及び事業におい

て計画（Plan）、実施（Do）、点検（Check）及び改善（Action）を繰り返すマネジメン
トサイクル（以下「ＰＤＣＡサイクル」という。）を適切かつ着実に推進するための基本

的な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
（1）局 都市改革監及び危機管理監の内部組織、市政改革室、人事室、大阪市事務分掌 

条例（昭和38年大阪市条例第31号）第１条に掲げる局及び室、会計室、消防局、交
通局、水道局、病院局、教育委員会事務局、行政委員会事務局並びに中央卸売市場 

（2）局長 局の長(都市改革監及び危機管理監の内部組織にあっては、都市改革監及び 
危機管理監をいう。）をいう。 

（3）運営方針 区長及び局長が、目標像及び使命に沿って設定した主な経営課題を解決 
するために、毎年度定める戦略及び具体的取組をいう。 

（4）大規模事業 市が事業主体である次表の左欄に掲げる事業（都市計画の決定又は変 
更を伴わないものに限る。）で、その全体事業費がそれぞれ同表の右欄に掲げる額以

上のもの（災害の復旧のため緊急に行う必要があるものを除く。）及び市長が特に必

要と認める建設事業又は整備事業をいう。 
道路・街路整備事業、都市高速鉄道整備事業、都市公

園整備事業、河川整備事業、港湾整備事業、廃棄物処

理施設整備事業、上水道整備事業、下水道整備事業、

住宅整備事業、市街地再開発事業又は土地区画整理事

業等の市街地の開発事業 

100億円 

上欄に掲げる事業以外の建設事業又は整備事業 用地取得費を除き50億円 
 
（推進方法） 
第３条 ＰＤＣＡサイクルを推進するため、運営方針及び大規模事業の評価並びに事業再

評価を実施する。 
 
（運営方針の評価） 
第４条 運営方針の評価は、次の各号に定める方法により実施するものとする。 
（1）区長及び局長は、毎年度当初に前年度の運営方針の取組実績を踏まえ、具体的取組 

の業績目標の達成状況、具体的取組の戦略に対する有効性、戦略のめざす成果の達成 
状況及び戦略のめざす成果に対する有効性について総合的に評価する。 

（2）市政改革室長及び市長が指名する局長は、前号の規定による評価の結果の妥当性に 
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ついて、全市的な観点から評価する。 
（3）前２号の規定による評価の結果のうち、区長の定める運営方針に関するものについ 

ては区民等の外部の意見を、局長の定める運営方針に関するものについては大阪市運

営方針評価有識者会議の意見を聴く。 
（4）区長及び局長は、毎年９月末頃に、当該年度の運営方針の４月から８月までの取組 

実績を踏まえ、具体的取組の業績目標の達成見込み及び戦略のめざす成果に対する有

効性について評価する。 
（5）区長及び局長は、第１号、第２号及び前号の規定による評価並びに第３号の規定に 

よる意見聴取の結果を活かして、次のとおり目標設定を行い、予算編成の前提となる 
次年度の運営方針を策定する。 
ア 経営課題を解決するための戦略ごとに成果を客観的・定量的に表す指標を設定す 
る。 

  イ 戦略を実現するための具体的取組ごとに１年間に実施する業務量を客観的・定量 
   的に表す指標を設定する。 
 
（運営方針に定められた取組以外の業務についてのＰＤＣＡサイクルの推進） 
第５条 区長及び局長は、前条の規定による運営方針評価や策定の取組を踏まえて、運営 
方針に記載された具体的取組以外の業務についてＰＤＣＡサイクルの推進状況を適宜 
点検し、施策及び事業の成果を意識した業務運営を行うものとする。 

 
（大規模事業の評価） 
第６条 大規模事業の評価は、次の各号に定める方法により実施するものとする。 
(1) 市長は、対象事業ごとに、評価の時期、視点及び方法その他評価の実施に関する基 
本的な事項について定める。 

(2) 市長は、前号の規定により定められたもの（以下「大規模事業評価実施方針」とい 
う。）における評価の視点に基づき分析する。 

（3）市長は、大規模事業評価実施方針及び前号の規定による分析の結果について、大阪 
市建設事業評価有識者会議（以下「建設事業評価有識者会議」という。）の意見を聴 
き、当該事業を実施することが適切であるかどうかを判定する。 

２ 大規模事業の評価は、当該事業に係る事業着手のための経費を計上する年度の予算を

編成するまでに実施するものとする。 
 
（事業再評価） 
第７条 事業再評価の対象は、維持管理や災害復旧に係るものを除き、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 
(1) 市が国庫補助金の交付を受ける事業で、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平

成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。）第７条第１項に基づき、行政機
関（行政評価法第２条第１項に定めるものをいう。）の長が定める事後評価の実施に

関する計画において対象となるもの 
(2) 市が事業主体である事業（以下「市の事業」という。）で、事業開始年度から起算し



て５年目の年度において未着工又は継続中のもの（再評価を実施しようとする当該

年度に事業を完了する見込みのものを除く。） 
(3) 事業再評価を実施した年度から５年以上が経過し、なお継続中の市の事業（再評価 
を実施しようとする当該年度に事業を完了する見込みのものを除く。） 

(4) その他市長が特に必要と認める市の事業 
２ 事業再評価は、次の各号に定める方法により実施するものとする。 
（1）市長は、毎年度、評価の時期、視点及び方法その他評価の実施に関する基本的な事 

項について定める。 
（2）市長は、前号の規定により定められたもの（以下「事業再評価実施方針」という。） 

における評価の視点に基づき分析する。 
（3）市長は、事業再評価実施方針及び前号の規定による分析の結果について、建設事業 

評価有識者会議の意見を聴き、当該事業を継続することが適切であるかどうかを判定 
する。 

３ 事業再評価は、当該事業が第１項各号のいずれかに該当することとなる年度において、

翌年度の予算を編成するまでに実施するものとする。 
 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、ＰＤＣＡサイクルの推進に関し必要な事項は、市

政改革室長が定める。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成24年6月1日から施行する。 
２ 大阪市行政評価実施要綱（平成18年３月23日市長決裁）は、廃止する。 


